
令和６年度心身障害者（児）居宅介護 

くっしょん事業計画 
 

１  基本方針  

  利 用 者 が 居 宅 に お い て 自 立 し た 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 を 営 む こ と が で き

る よ う 、当 該 利 用 者 の 身 体 そ の 他 の 状 況 及 び そ の 置 か れ て い る 環 境 に 応 じ て

入 浴 、排 せ つ 及 び 食 事 等 の 介 護 、調 理 、洗 濯 及 び 掃 除 等 の 家 事 並 び に 生 活 等

に 関 す る 相 談 及 び 助 言 そ の 他 の 生 活 全 般 に わ た る 援 助 を 適 切 か つ 効 果 的 に

行 う 。  

 

２  支援方針  

 ⑴  障害者（児）及びその家族の意思及び人格を尊重し、常に障害者（児）及び

その家族の立場に立ったサービスの提供に努める。  

 ⑵  地域及び 家 庭と の結 び 付きを重視し、市区町村、他の指定障害福祉サービ

ス事業者 等 そ の他 の 保健 医 療サービス及び福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努める。  

 

３  業務目標  

⑴  ヘ ル パ ー 計 画 書 及 び 指 示 書 の 充 実 に よ り 、本 人 の 障 害 特 性 に 添 っ た サ ー

ビ ス 提 供 を 行 う 。  

 ⑵  研 修 、ス タ ッ フ ミ ー テ ィ ン グ 、ケ ー ス 会 議 等 の 開 催 に よ り 、支 援 ス タ ッ

フ の 業 務 習 熟 を 図 る 。  

  

４  利用料  

  厚 生 労 働 大 臣 が定 めた額 を徴 収 する。 

 

５  支援内容  

 ⑴  身 体 介 護 ： 入 浴 、 排 せ つ 及 び 食 事 の 介 護  

 ⑵  家 事 援 助 ： 調 理 、 洗 濯 及 び 掃 除 等 の 家 事  

 ⑶  通 院 介 助 ： 病 院 等 医 療 機 関 へ の 付 き 添 い  

 

６  営業日及び営業時間、サービスの提供  

 ⑴  営 業 日 は 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で と す る 。た だ し 、祝 日 及 び １ ２ 月 ２ ９

日 か ら １ 月 ３ 日 ま で を 除 く 。  

 ⑵  営 業 時 間 は 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で と す る 。  

 ⑶  電 話 等 に よ り 、 ２ ４ 時 間 常 時 連 絡 が 可 能 な 体 制 と す る 。  

 ⑷  サ ー ビ ス の 提 供 は 、 ３ ６ ５ 日 、 ２ ４ 時 間 行 う 。  

 


